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議案第１９６号 

千葉市印鑑条例の一部改正について 

 千葉市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

  令和元年１２月３日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市印鑑条例の一部を改正する条例 

 千葉市印鑑条例（昭和５４年千葉市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第２項第２号を次のように改める。 

（２）意思能力を有しない者 

 第３条第３項中「記載」の次に「（法第６条第３項の規定により磁気

ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する住民票にあっては、

記録。以下同じ。）」を加える。 

第６条第１項第３号中「（法第６条第３項の規定により磁気ディスク

（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物を含む。以下同じ。）をもって調製する住民票にあっては、記録。

以下同じ。）」を削る。 

 第１２条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同項第５号中

「その他」を「前各号に掲げる場合のほか、」に改め、同号を同項第４

号とし、同条第２項中「前項第５号」を「前項第４号」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

印鑑登録に係る成年被後見人の欠格条項を改めるほか、規定の整備

を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 


